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○
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）
（
抄
）

（
定
義
）

第
三
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

（
略
）

二

油

原
油
、
重
油
、
潤
滑
油
、
軽
油
、
灯
油
、
揮
発
油
そ
の
他
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
油
及
び
こ
れ
ら
の
油
を
含
む
油
性
混
合
物
（

国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
以
下
単
に
「
油
性
混
合
物
」
と
い
う
。
）
を
い
う
。

三

有
害
液
体
物
質

油
以
外
の
液
体
物
質
（
液
化
石
油
ガ
ス
そ
の
他
の
常
温
に
お
い
て
液
体
で
な
い
物
質
で
あ
つ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を

除
く
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
、
海
洋
環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら
有
害
で
あ
る
物
質
（
そ
の
混
合
物
を
含
む
。
）
と
し
て
政
令
で

定
め
る
物
質
で
あ
つ
て
、
船
舶
に
よ
り
ば
ら
積
み
の
液
体
貨
物
と
し
て
輸
送
さ
れ
る
も
の
及
び
こ
れ
を
含
む
水
バ
ラ
ス
ト
、
貨
物
艙(

そ
う)

の
洗
浄
水
そ
の
他
船
舶
内
に
お
い
て
生
じ
た
不
要
な
液
体
物
質
（
海
洋
に
お
い
て
投
入
処
分
を
し
、
又
は
処
分
の
た
め
燃
焼
さ
せ
る
目
的
で

船
舶
に
積
載
さ
れ
る
液
体
物
質
そ
の
他
の
環
境
省
令
で
定
め
る
液
体
物
質
を
除
く
。
）
並
び
に
海
洋
施
設
そ
の
他
の
海
洋
に
物
が
流
出
す
る

お
そ
れ
の
あ
る
場
所
（
陸
地
を
含
む
。
）
に
あ
る
施
設
（
以
下
「
海
洋
施
設
等
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
管
理
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。

四

未
査
定
液
体
物
質

油
及
び
有
害
液
体
物
質
以
外
の
液
体
物
質
の
う
ち
、
海
洋
環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら
有
害
で
な
い
物
質
（
そ
の
混
合

物
を
含
む
。
）
と
し
て
政
令
で
定
め
る
物
質
以
外
の
物
質
で
あ
つ
て
船
舶
に
よ
り
ば
ら
積
み
の
液
体
貨
物
と
し
て
輸
送
さ
れ
る
も
の
及
び
こ

れ
を
含
む
水
バ
ラ
ス
ト
、
貨
物
艙
の
洗
浄
水
そ
の
他
船
舶
内
に
お
い
て
生
じ
た
不
要
な
液
体
物
質
（
海
洋
に
お
い
て
投
入
処
分
を
し
、
又
は

処
分
の
た
め
燃
焼
さ
せ
る
目
的
で
船
舶
に
積
載
さ
れ
る
液
体
物
質
そ
の
他
の
環
境
省
令
で
定
め
る
液
体
物
質
を
除
く
。
）
を
い
う
。

五
～
十
八

（
略
）

（
船
舶
か
ら
の
廃
棄
物
の
排
出
の
禁
止
）

第
十
条

（
略
）

２

前
項
本
文
の
規
定
は
、
船
舶
か
ら
の
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
廃
棄
物
の
排
出
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

一
～
三

（
略
）

四

公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
条
第
一
項
の
免
許
若
し
く
は
同
法
第
四
十
二
条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
て
埋
立

て
を
す
る
場
所
又
は
廃
棄
物
の
処
理
場
所
と
し
て
設
け
ら
れ
る
場
所
に
政
令
で
定
め
る
排
出
方
法
に
関
す
る
基
準
に
従
つ
て
す
る
排
出

五
～
八

（
略
）

３

（
略
）
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（
経
過
措
置
）

第
五
十
四
条

こ
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
、
命
令
を
制
定
し
、
又
は
改
廃
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
命
令
で
、
そ
の
制
定
又
は
改
廃
に
伴

い
合
理
的
に
必
要
と
判
断
さ
れ
る
範
囲
内
に
お
い
て
、
所
要
の
経
過
措
置
（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
罰
則
を
含
む
。

）
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

○
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
二
百
一
号
）
（
抄
）

（
海
洋
環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら
有
害
で
あ
る
物
質
）

第
一
条
の
二

法
第
三
条
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
海
洋
環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら
有
害
で
あ
る
物
質
は
、
別
表
第
一
の
と
お
り
と
す
る
。

（
海
洋
環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら
有
害
で
な
い
物
質
）

第
一
条
の
三

法
第
三
条
第
四
号
の
政
令
で
定
め
る
海
洋
環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら
有
害
で
な
い
物
質
は
、
別
表
第
一
の
二
の
と
お
り
と
す
る
。

（
埋
立
場
所
等
に
排
出
す
る
廃
棄
物
の
排
出
方
法
に
関
す
る
基
準
）

第
五
条

（
略
）

２

次
に
掲
げ
る
廃
棄
物
を
埋
立
場
所
等
に
排
出
す
る
場
合
に
お
け
る
法
第
十
条
第
二
項
第
四
号
の
政
令
で
定
め
る
排
出
方
法
に
関
す
る
基
準
は

、
当
該
埋
立
場
所
等
に
廃
棄
物
及
び
海
水
が
海
岸
（
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
廃
棄
物
に
あ
つ
て
は
、
当
該
埋
立
場
所
等
以
外
の
場

所
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
流
出
し
、
又
は
浸
出
し
な
い
よ
う
護
岸
、
外
周
仕
切
施
設
そ
の
他
の
施
設
が
設
け
ら
れ
、
当
該
埋
立

場
所
等
が
当
該
埋
立
場
所
等
以
外
の
海
域
（
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
廃
棄
物
に
あ
つ
て
は
、
当
該
埋
立
場
所
等
以
外
の
場
所
。
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
し
や
断
さ
れ
て
い
る
場
合
を
除
き
、
当
該
埋
立
場
所
等
か
ら
廃
棄
物
及
び
海
水
が
海
洋
に
流
出
し
、
又
は
浸

出
し
な
い
よ
う
護
岸
、
外
周
仕
切
施
設
そ
の
他
の
施
設
を
設
け
る
こ
と
に
よ
り
当
該
埋
立
場
所
等
を
当
該
埋
立
場
所
等
以
外
の
海
域
と
し
や
断

し
た
上
で
排
出
す
る
こ
と
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
埋
立
場
所
等
か
ら
海
洋
に
流
出
し
、
又
は
浸
出
し
て
は
な
ら
な
い
廃
棄
物
に

は
、
当
該
埋
立
場
所
等
に
あ
る
他
の
廃
棄
物
を
含
み
、
海
水
に
は
、
当
該
埋
立
場
所
等
に
設
け
ら
れ
て
い
る
余
水
吐
き
か
ら
流
出
す
る
海
水
で

そ
の
水
質
が
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
も
の
を
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。

一

廃
棄
物
処
理
令
第
六
条
第
一
項
第
三
号
ハ

、

及
び

並
び
に
第
六
条
の
五
第
一
項
第
三
号
イ

、

及
び

に
掲
げ
る
廃
棄
物

（１）

（３）

（５）

（１）

（３）

（５）

二

廃
棄
物
処
理
令
第
六
条
第
一
項
第
三
号
ハ

及
び

並
び
に
第
六
条
の
五
第
一
項
第
三
号
イ

、

及
び

に
掲
げ
る
廃
棄
物

（２）

（４）

（２）

（４）

（６）
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三

廃
棄
物
処
理
令
第
六
条
第
一
項
第
三
号
タ
及
び
第
六
条
の
五
第
一
項
第
三
号
タ
に
規
定
す
る
廃
棄
物

四

廃
棄
物
処
理
令
別
表
第
三
の
三
第
一
号
、
第
二
号
、
第
八
号
か
ら
第
二
十
二
号
ま
で
及
び
第
二
十
四
号
に
掲
げ
る
物
質
並
び
に
ダ
イ
オ
キ

シ
ン
類
（
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
を
い
う
。

）
を
含
む
水
底
土
砂
（
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
し
な
い
も
の
に
限
る
。
）

五

廃
棄
物
処
理
令
別
表
第
三
の
三
第
三
号
か
ら
第
七
号
ま
で
及
び
第
二
十
三
号
に
掲
げ
る
物
質
を
含
む
水
底
土
砂
（
環
境
省
令
で
定
め
る
基

準
に
適
合
し
な
い
も
の
に
限
る
。
）


